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大学共同利用機関法人人間文化研究機構 中期目標 

 

（前文）研究機構の基本的な目標 

 大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下、「本機構」という。）は、その設置する大学共

同利用機関（以下、「機関」という。）が、それぞれ対象とする研究領域におけるナショナルセン

ターとして、①学術資料・情報を組織的に調査研究、収集して研究者の共同利用に供し、②機関

の充実した人材、研究資源を基盤として、研究者コミュニティに支えられた研究者の主体的な共

同研究を推進し、③関連する大学・研究機関・研究者間の研究協力・交流を促進し、④大学院教

育への協力等研究人材の養成を行うことにより、対象領域の研究の発展に貢献する。さらに、機

構長のリーダーシップのもと、各機関及び関連大学・研究機関等との間の連携・協力を密にして、

個々の研究領域を超えた研究展開を積極的に推進し、人間文化の学際的・総合的研究の新たな発

展を図ることを基本的目標とする。 

 

１．中期目標の期間 

平成 22 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの６年間 

 

２．大学共同利用機関 

国立歴史民俗博物館 

国文学研究資料館 

国立国語研究所 

国際日本文化研究センター 

総合地球環境学研究所 

国立民族学博物館 

 

 

Ⅰ 研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

１．研究に関する目標 

 

（１）共同研究の推進に関する目標 

①各機関は、個々の研究者の主体的な、卓越した研究活動を基盤として、対象とする学術研究

領域及び関連領域において重要な意義を有する研究課題について機構内外の研究者による共

同研究を強力に推進し、優れた研究成果を創出する。 

②機関間の連携・協力による創成的な（新たな研究領域の創出につながる）総合的研究を推進

し、人間文化に関する学術研究の発展を図る。 

③学術上、社会上特に重要な意義を有する地域について、地域研究を組織的に推進する。 

 

（２）研究実施体制に関する目標 

①新たな学問領域の創成や学術動向への対応等の観点から、本機構において、創成的な総合研

究やネットワーク型の拠点間共同研究を促進する体制を構築するとともに、各機関において

は、研究の進展に即し、研究者コミュニティの意見を踏まえ、それぞれの対象領域における

ナショナルセンターとして、共同研究及び他機関と連携した共同研究を組織するための体制

を柔軟に整備する。 



 

 

 ②研究活動と博物館機能との有機的結合を促進する。 

 

（３）共同利用の基盤整備等共同利用の推進に関する目標 

①日本に関連する在外の人間文化研究資料の調査研究を国際共同研究として推進する。 

②人間文化研究に関する学術文献・資料・情報を組織的に調査研究、収集し、これらに関する

データベースの構築等共同利用推進のため基盤整備を進めるなど共同利用を促進する。 

 

（４）国際化に関する目標 

国際的な研究交流を進展させ、各機関において、諸外国の大学・研究機関との協力関係の構築

をさらに推進する。 

 

（５）研究成果の発信と社会貢献に関する目標 

共同研究、連携研究の優れた成果を各種研究集会、学術出版等により、国内外の研究者コミュ

ニティに発信するとともに公開講演会、展示、ウェブサイトや一般誌の刊行等多様な媒体を使っ

て研究成果を社会に普及させるとともに社会との連携を積極的に推進する。 

 

 

２．教育に関する目標 

 

（１）大学院教育への協力に関する目標 

各機関の充実した研究環境を生かして、総合研究大学院大学等の大学と連携･協力を通して、各

機関の研究と一体化した教育を実施し、研究人材の育成に寄与する。 

 

（２）若手研究者育成に関する目標 

各機関において積極的に国内外の若手研究者の共同研究等研究活動への参加を促進し、それぞ

れの基盤研究領域並びに関連する研究分野における次代の研究者の養成に寄与する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

１．組織運営の改善に関する目標 

①本機構及び各機関は、研究者コミュニティ等の意見を積極的に反映させる体制を整備する。 

②機構長の適切なリーダーシップのもとで、各機関の連携を促進し、各機関の特色を生かしつ

つ、一体的な業務運営ができる組織を整備する。 

③本機構及び各機関間の有機的な連携を強化し、人事の活性化、職員の資質向上、勤務環境の

改善を進める。 

 

２．事務等の効率化・合理化に関する目標 

①事務処理システムの効率化・合理化を図る。 

②事務組織の合理化を進めるとともに、共同研究支援の強化・充実を図る。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

 



 

 

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

教育研究の水準のさらなる向上を目指し、外部研究資金その他の自己収入の増加を図る。 

 

２．経費の抑制に関する目標 

（１）人件費の抑制 

 職員の計画的な配置等により、適切な人事管理を行い、人件費の抑制を図る。 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）

に基づき、平成18年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。さらに、「経

済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 

（２）管理的経費の抑制 

教育研究の質の維持・向上に配慮しつつ、管理的経費を抑制する。 

 

３．資産の運用管理の改善に関する目標 

資産の有効かつ効率的な活用に努め、適正な維持管理を図る。 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 

１．評価の充実に関する目標 

 外部委員を含む機構の評価委員会を中心とする評価システムを整備し、自己点検・評価を適切

に実施する。 

 

２．情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

本機構及び各機関は自己点検・評価に係る情報の公開・発信を積極的に行う。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

 

１．施設設備の整備・活用等に関する目標 

中・長期的視野に立って、研究環境の保全・充実を目指して施設・設備の整備を図る。また、

既存施設の有効活用に努める。 

 

２．安全管理に関する目標 

労働安全管理体制及び事故防止体制のもとで、職員等の安全管理を徹底するとともに、情報セ

キュリティ対策に取り組む。 

 

３．適正な法人運営に関する目標 

国立大学法人法その他関係法令等を遵守し、適正な業務運営を行う。 




